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船舶事故調査報告書 

 

                             令和２年１０月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和元年８月２８日 ０７時００分ごろ 

発生場所 北海道えりも町襟裳岬東方沖 

襟裳岬灯台から真方位０８４°６１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４２°０１.０′ 東経１４４°３５.５′） 

事故の概要  漁船第三十八順
じゅん

栄
えい

丸は、左回頭中、左舷側に傾斜して転覆した。 

 第三十八順栄丸は、主機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和元年８月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八順栄丸、１９トン 

 ＭＧ２－６３２５（漁船登録番号）、個人所有 

 １９.００ｍ（Lr）×４.２８ｍ×２.１５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７５９kＷ、平成１７年３月３日 

 第２８２－１９７２３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成７年９月８日 

  免許証交付日 平成２８年１０月３１日 

         （令和３年１０月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機等に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約２～３ｍ、水温 約１８～１９℃ 

釧路沖には、８月２８日０５時３５分に海上強風警報が発表されて

いた。 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員６人（日本国籍２人、インドネシア共和国

籍４人）が乗り組み、令和元年８月２５日１６時ごろ襟裳岬南方７１

Ｍ付近の漁場でかじき
．．．

等流し網漁の操業を開始し、操業を終えた後、

襟裳岬東北東方６４Ｍ付近の漁場（以下「本件漁場」という。）に移

動して操業を続けることとした。 

本船は、本件漁場に到着後、２６日１７時ごろから２７日０６時ご
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ろまで１回目の操業を行い、１６時ごろ２回目の操業を開始した。 

船長は、流し網４本を投網した後、２０時ごろから揚網作業を開始

し、２８日０２時ごろ３本目の流し網の揚網作業を開始したところ、

流し網にさば
．．

が掛かっているのを認めたので、甲板員に対し、前部甲

板でさば
．．

を流し網からできるだけ外し、網送りの管を通して流し網を

後部甲板へ送り、広げて畳んで収納するよう指示した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ １～３本目の流し網の収納状況（イメージ） 

 

船長は、０５時ごろ４本目の流し網の揚網作業を開始したところ、

３本目の流し網の揚網作業時より多い大量のさば
．．

が掛かっているのを

認めた。 

船長は、ＷＥＢサイトから、２８日の夕方に天候が悪化するとの情

報を得ていたので、揚網作業を早く終わらせて帰航しようと思い、甲

板員に対し、４本目の流し網を大量のさば
．．

が掛かったまま後部甲板に

束状で収納するよう指示した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ４本目の流し網の収納状況（イメージ） 

 

船長は、４本目の流し網を半分ほど揚げ終えたところで、船体に横

揺れが発生しているのを感じ、機関室内への浸水を疑い、同室内を確

認したが、異状を認めなかったので、揚網作業を続けた。 

本船は、揚網作業を終え、北海道広尾町十勝港へ帰航する目的で左

舵３０°として左回頭したところ、０７時００分ごろ、左舷側に傾斜

して転覆した。（図３参照） 

 

 

 

網送りの管 流し網 流し網 

網送りの管 流し網 流し網 
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図３ 揚網作業終了時の流し網の収納状況（イメージ） 

 

船長は、操舵室右舷側の窓から甲板員に引き出され、甲板員と共に

右舷側外板に立ち、救助を待った。 

本船の乗組員は、１１時１０分ごろ全員が巡視艇に救助された後、

北海道釧路市釧路港に移送された。 

本船は、本事故後、タグボートにより青森県八戸市八戸港にえい
．．

航

された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 陸揚げされた本船 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首が約１.２ｍ、船尾が約２.６ｍであった。 

本船の流し網は、１本の長さ及び１本の重量が約４,５００ｍ及び

約２ｔで、全部で４本あった。 

船長は、本事故当時、ジャージの上下を着用し、救命胴衣を着用し

ていなかった。 

甲板員は、本事故当時、ヘルメット、手袋、カッパの上下、ゴム長

靴を着用し、救命胴衣を着用していなかった。 

本船は、本事故当時、前部甲板の魚倉にさめ
．．

やかじき
．．．

などの漁獲物

が約８ｔ入っており、燃料が約３kℓ 残っていた。 

本船は、本事故当時、流し網が操舵室天井と同程度の高さまで積み

上がっていた。 

船長は、本事故当時、後部甲板に積載された流し網がふだんより高

く積み上がって本船の重心が上昇し、本船が、帰航する目的で左回頭

したところ、流し網が荷崩れを起こして左舷側に移動し、左舷側に傾

斜して転覆したと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、本件漁場で操業中、船長が、揚網作業を早く終わらせて帰

航しようと思い、４本目の流し網を大量のさば
．．

が掛かったまま後部甲

網送りの管 流し網 流し網 

操舵室 
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板に収納したことから、流し網がふだんより高く積み上がって本船の

重心が上昇し、船体の復原力が減少した状態となり、帰航する目的で

左回頭したところ、流し網が荷崩れを起こして左舷側に移動し、左舷

側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、本件漁場で操業中、船長が、揚網作業を早く終

わらせて帰航しようと思い、４本目の流し網を大量のさば
．．

が掛かった

まま後部甲板に収納したため、本船の重心が上昇し、船体の復原力が

減少した状態で左回頭したところ、流し網が左舷側に移動し、左舷側

に傾斜して転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・漁獲物が掛かった状態で甲板上に漁網を高く積み上げると荷崩れ

を起こす場合があるので、揚網時には、船体の重心をよく考慮し

て漁網を積載すること。 

 ・乗組員は、甲板上で漁ろう作業を行う際、救命胴衣を着用するこ

と。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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（令和元年８月２８日 

 ０７時００分ごろ発生） 
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写真１ 陸揚げされた本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


